
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       
フェイスブック、ツイッター、メールマガジン、ブログを更新中！            （討議資料） 

      

鎌倉市長 松尾 崇の 

月刊温故知新鎌倉 
■ 松尾 崇（まつお たかし/４４歳）の履歴 ■ 

昭和４８年鎌倉市生まれ、西鎌倉幼稚園、西鎌倉小学校、鎌倉学園、日本大学、会社勤務を経て、 

鎌倉市議会議員・神奈川県議会議員を通算約８年間勤め、平成２１年より鎌倉市長（現在３期目）。 

家族は、妻と３人の娘（５歳７歳１１歳）。趣味は山登り、ジョギング。座右の銘は『温故知新』 

平成３０年８月号 
 

 

 

No. 
147 

７月上旬に西日本を中心に降り続いた記録的な

大雨は、各地に甚大な被害をもたらしました。 

市民の皆様には、市が発行している『地区別危険

箇所マップ』を今一度ご確認いただき、自分の住

んでいる場所が、どのような災害の可能性がある

のか、また災害が起こった場合にどのような行動

をとる必要があるのかを考えて、備えて下さい。 

 

マップは 2年前に全戸配布しておりますが、マップ

がお手元にない場合は、市のホームページから

確認できます⇒ 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/

sougoubousai/tikubetukikennkasyo.html 

 

または、総合防災課にてご覧いただけます。 

 

 
 

西日本豪雨による被災地へ、支援のためボランティ

ア活動を行った鎌倉市民に対して、ボランティア活

動保険の保険料相当額及び、交通費等の一部を

助成する制度を開始しました。 

被災地までの交通費等の助成金は、1人につき

5,000円です。（ただし、5人以上の団体が、被災地

まで主に車両を運行して、ボランティア活動を行っ

た場合は、1団体につき 20,000円です。） 

詳しくは鎌倉市社会福祉協議会（電話 23-1075）へ

平日 8：30から 17：15までにお問い合わせください。 

 

また、鎌倉市では、被災した都道府県からの要請

に基づき、被災地での災害応急活動（復旧・復興の

ためのボランティア活動等）に従事する方に対して

「災害派遣等従事車両証明書」を発行しています。

証明書を高速道路の料金所で提示することにより、

被災地までの往復高速道路料金の無料措置を受

けることができます。 

【対象車両】 

◆被災者の避難所又は被災した県市町村の災害

対策本部（物資集積所を含む）への救援物資等を

輸送するための車両 

◆被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員

等を輸送するための車両 

◆自治体が災害救援のために使用する車両 

◆災害ボランティア活動であって、被災した自治体

等が要請・受入承諾したものに使用する車両 
 

詳しくは鎌倉市役所危機管理課へご連絡下さい 

（ 電話２３－３０００ 内線２６２７ ） 

災害から生命を守るために 被災地ボランティアの支援制度 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お知らせ◎ 
   

◎この温故知新を、ごみとして捨てる際は『ミックスペーパー』へお願いします。 

・『月刊 ・温故知新』（本紙）を 10枚以上配布していただける方を募集しています。 

⇒「やってあげても良いよ」という方、ぜひご連絡下さい！ 

・この『月刊 ・温故知新』を、お店の片隅やレジ横などに置かせて下さい！ 

◎定期購読をご希望の方は、無料で郵送しますのでご連絡ください。 

◎『松尾たかしを応援する会』への連絡先 

〒248-0034  鎌倉市津西 1-11-1‐2階（お蕎麦屋「よしむら」さんの 2階） 

TEL・FAX  0467-32-7186                    発行：松尾たかしを応援する会 

日時：９月１日（土）午前７時から８時 
（原則、毎月第１土曜日に開催。雨天中止。） 

集合場所 ： JR大船駅東 階段下 

持ち物：軍手、トング（またはちりとり・ほうき） 

【終了後、希望者でお店にて、わいわいと懇談 

意見交換をしますので、お気軽にご参加ください】 

 

 

 

 

鎌倉テレワーク・ライフスタイル研究会 

鎌倉テレワーク・ライフスタイル研究会の準備会を発

足しました。 

デジタル技術と共に働き方改革が進む中で、ICTを

活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方

である『テレワーク』を積極的に推奨していきます。 

鎌倉から満員電車に乗って、毎日、都内に通勤する

スタイルを改善することは、健康経営・生産性向上・

ワークライフバランスの向上に繋がり、働く方々、ま

た企業にとっても非常に価値のあることと考えてい

ます。  

鎌倉での新たなワークライフスタイル、女性や高齢

者が社会参加しやすい環境整備、コワーキングスペ

ースの整備誘発により『働くまち鎌倉』の創造を目指

します。 

そして、「先ず隗より始めよ」ということで、鎌倉市役

所としての取り組みを３つ、お約束します。 

 

一つ目は、鎌倉市役所は年度内に課長級以上

のテレワークを実践し、3年以内には全職員

のテレワークを実現します。 

そして、それを実施するためには、行政の効率化や

生産性向上にも務めることが必要であることから、 

 

二つ目は、市役所の業務で置き替え可能なも

の全てを 3年以内にAI・RPAに置換え生産性
向上を目指します。 

 

三つ目は、政府のデジタルファースト戦略に沿って、

3年以内に役所での手続きを、スマホやパソ

コンで処理ができるようにし、市民の皆様にとっ
て時間コストの削減などの利便性を高めると共に、

行政コストの削減を実現します。 

 

第１７１回 大船クリーン大作戦 

 

 

 

今年は、鎌倉市が昭和３３年８月１０日に、平和

都市宣言を行ってから６０周年になります。それ

を記念して、講演会を開催します。 

【日時】 ８月１０日（金）１８時３０分～２０時３０分 

【場所】 鎌倉生涯学習センター 

【講演者】 

小溝泰義さん（広島平和文化センター理事長） 

たかせ聖子さん（国連平和の鐘を守る会理事長） 
 

【申し込み】電話かFAXで住所・氏名・電話番号を

文化人権課（電話 61-3870、FAX23-8700）へ 
 

鎌倉市 平和都市宣言  

我々は、日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市

は、ここに永久に平和都市であることを宣言する 

 

平和都市宣言 60周年記念講演会 

 


